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　関東信越厚生局新潟事務所より、令和８年度の指導計画が示されたのでお知らせいたします。

Ⅰ　今年度の基本方針
　保険医療機関等の指導については、健康保険法等の規定に基づき、保険医療機関及び保険医に対し、
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に定める保険診療の取扱い並びに診療報酬の請求等に関す
る事項について周知徹底し、保険診療等の質的向上及び適正化を図ることを目的とし、懇切丁寧に行う。
　また、指導等の実施に当たっては、「令和８年度保険医療機関等指導計画の作成方針」に沿って指導
計画を作成し、指導大綱に沿った指導を行うこととし、新潟県医師会、審査支払機関、保険者に協力を
求め、円滑な実施に努めるものとする。

Ⅱ　指導対象等
１　集団指導
　 （１）令和８年１月から令和８年12月までに新規指定された保険医療機関（年３回実施）
　 （２）令和７年10月から令和８年９月までに新規に登録された保険医（年２回実施）
　 （３）令和８年度中に指定更新を迎える保険医療機関（年１回実施）
　なお、上記（１）から（３）の集団指導はｅ-ラーニングにより実施され、対象となる保険医及び保
険医療機関には、視聴用のＩＤ・パスワードが事前に通知される予定。
２　集団的個別指導及び都道府県個別指導
　 （１）�集団的個別指導に係る令和８年度の指導対象保険医療機関は、「指導大綱」、「指導大綱関係実

施要領」及び関係通知に基づき、診療報酬明細書の１件あたりの平均点数が一定の基準（病院
は県平均点数の1.1倍、診療所は1.2倍）を上回る保険医療機関で、全保険医療機関の概ね８％
に相当する件数の範囲内で、56件を選定し実施する。

　 （２）�個別指導に係る令和８年度の指導対象保険医療機関は、再指導、情報等によるもの、及び令和
６年度に集団的個別指導を受け、令和７年度の実績においても高点数であるものを対象とし、
類型区分ごとの保険医療機関の４％に相当する件数の範囲内で、41件を選定し実施する。

３　共同指導
　令和８年８月に実施予定。
４　特定共同指導
　予定なし。
５　新規個別指導
　令和７年度中に新規指定された保険医療機関、及び令和６年度以前に新規指定された保険医療機関で
新規個別指導が未実施の保険医療機関を対象に実施する。
６　指導会場
　上越、中越及び下越地区に会場を設置し実施する。但し、病院である保険医療機関に対する指導は、
当該病院内で実施する。
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Ⅲ　選定委員会
　厚生労働省から医療機関別平均値一覧表が送られた後、選定委員会を開催し、集団的個別指導及び個
別指導を行う保険医療機関を選定する。
　なお、年度途中の情報により早急に指導が必要と認める保険医療機関については、適宜選定委員会を
開催し選定の上、指導を実施する。

Ⅳ　施設基準調査
　病院を対象に年間39件実施する。


